
はじめに

スウェーデンの基礎的キャッシャーサービス

(grundl̈aggande kassaservice)(１) は､ 国民の金

融サービスを確保するための手段として郵便局

を位置付けている例に挙げられている(２)｡

しかしこの基礎的キャッシャーサービスにつ

いて､ スウェーデン政府の諮問を受けた ｢郵便

及びキャッシャーサービスに関する調査委員会｣

(Post- och kassaserviceutredningen) は､ 2004

年５月６日､ 政府に対して ｢社会の支払サービ

スへのニーズ｣ と題する中間報告書(３) を提出
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� キャッシャーサービスとは､ 従業員が顧客と対面して､ 顧客が支払を行いまた支払を受ける機会を提供するサー

ビスをいう｡ (｢キャッシャー｣ とは出納窓口・会計窓口の意味である｡) 窓口での支払機会の提供だけでは金融

サービスとはいえない｡ (預金・貸出・為替等の金融業務を自ら直接行っている場合に､ 初めて金融サービスを

提供しているといえる｡) 逆に ATMの設置等､ 対面によらない金融サービスを提供しても､ それはキャッシャー

サービスではない｡ したがってキャッシャーサービスは金融関連サービスではあるが､ 厳密には必ずしも常に金

融サービスであるとは限らない｡ なお ｢基礎的キャッシャーサービス｣ とは､ ユニバーサルサービス (脚注�参

照) として提供されているキャッシャーサービスを指す｡

� 内閣官房郵政民営化準備室 『諸外国の郵政事業の動向』 2004.7, p.4.
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した｡ この中間報告書の中で､ 同調査委員会は､

①基礎的キャッシャーサービス法を2006年６月

末で廃止すること､ ②同法に基づき基礎的キャッ

シャーサービスを提供する国有企業 (スウェー

デン・キャッシャーサービス (Svensk Kassaservice)

社) は､ 同法の廃止に先立って､ 2006年１月１

日以降当該サービスの提供を段階的に廃止し得

ること､ ③当該国有企業は､ 同法が効力を失う

前にその活動の終了を開始する意図を有する場

合､ 2005年９月１日までに活動終了計画を政府

に提出すること､ の３点を含む内容の提案を行っ

ている｡ この提案は､ スウェーデンにおいて､

国営事業としての郵便局(４) が最早完全に金融

サービスの提供主体でなくなることを意味する

ものであった｡

この調査委員会の中間報告書は､ 2004年５月

11日にレミス手続き(５) に付され､ 同年９月10

日に意見の提出が締め切られた｡ 本稿執筆時点

(2005年２月末) においては､ こうした諸機関の

意見を踏まえて､ スウェーデン国会に提出する

政策案が政府部内で検討されているところであ

る(６)｡ したがって調査委員会の中間報告書の

内容が､ そのまま政策案に結実して国会に提出

されるか否かは現時点では明らかでない｡

しかしこの中間報告書では､ 金融サービスの

提供に関する国の責任の範囲､ 情報化の進展に

伴う金融サービス・顧客行動パターンの変容等

について詳細な検討が加えられており､ 郵政民

営化問題を現在の重要な国政課題の一つとして

有する我が国にとって参考となる情報に富んで

いる｡ また､ 基礎的キャッシャーサービス法が

スウェーデン国会で可決されたのは2001年12月

14日､ 施行されたのは2002年１月１日のことで

あり､ 同法は施行後僅か１年半で見直しが提起

され(７)､ ２年半後には調査委員会で廃止の答

申がなされたことになる｡ このような短期間で

同法に基づく金融サービスの提供体制が行き詰っ

た理由を明らかにすることも有意義であると考

えられる｡

本稿の課題は､ このスウェーデンの基礎的キャッ

シャーサービス法の制定に至る経緯､ 同法の内

容､ 及び調査委員会中間報告書による同法見直

しの過程を通覧することを通じて､ 我が国にも

共通する､ 国及び郵便局の金融サービス提供に
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� "Samhällets behov av betaltjänster", SOU 2004:52. なお､ この調査委員会は基礎的キャッシャーサービス

と郵便サービスの双方について諮問を受け､ 基礎的キャッシャーサービスについては中間報告書､ 郵便サービス

等残余の諮問事項については最終報告書で答申することが求められた ("Ny reglering av postverksamhet och

behov av statliga insatser för den grundläggande kassaservicen", Kommitt́edirektiv (Dir.) 2003:117)｡

したがって基礎的キャッシャーサービスに関しては､ この ｢中間｣ 報告書を以って同調査委員会の最終結論とみ

なし得る｡ なお､ 同調査委員会の郵便サービスに関する最終報告書 ｢変化の中にある郵便市場｣ ("Postmarknad

i förandring", SOU 2005:5) は､ 2005年１月25日に発表された｡

� 1994年２月末までは郵政庁 (Postverket)､ 1994年３月１日以降はポステン株式会社 (Posten AB)｡ なおポス

テン株式会社は､ 2005年２月末現在､ 国がその全株式を保有する100％国有企業である｡ 以下本稿では､ スウェー

デンの郵便局を指す用語として､ 時期と文脈に応じて ｢郵便局｣ ｢郵政庁｣ ｢ポステン株式会社｣ の用語を使い分

ける｡

� スウェーデンの政策立案過程における意見聴取制度｡ 政府はある政策課題に関する対応を決定する前に､ 政策

案の草案を､ 利害関係のある社会・経済団体､ 関連行政機関､ 地方政府等に提示する｡ 当該草案に対する意見は

文書で回答され､ 政策案の最終決定に反映される｡

� 当該政策案は2005年６月に国会に提出される予定である｡ (Statsr�dsberedningen, "Planerade propositioner

och skrivelser 2005", 2005.1, p.11.)

� スウェーデン政府は､ 2003年10月９日､ ①郵便事業に関する新たな法令の調査､ ②基礎的キャッシャーサービ

スに対する国の関与の必要性を主な調査課題とする ｢郵便及びキャッシャーサービスに関する調査委員会｣ の設

置を決定した｡



関する論点を抽出し提示することにある｡

Ⅰ 郵便局による金融サービスの提供

スウェーデンの郵便局は､ 2002年の基礎的キャッ

シャーサービス法の施行によって､ 初めて国民

に対する金融サービスの全国提供を義務付けら

れたわけではない｡ むしろ逆に､ 基礎的キャッ

シャーサービス法は､ 長期間にわたって継続し

た ｢郵便局が国民に対して基礎的な金融サービ

スを提供し､ 国が財政支出によってそれを支援

する｣ という､ スウェーデンの制度を裏付ける

最後の法律の性格を持っていた｡ 本章では､ ス

ウェーデンの郵便局による金融サービスが､ ど

のような展開を経て基礎的キャッシャーサービ

ス法の制定にまで至ったのか､ その展開過程を

概観する｡

１ 国営事業による郵便貯金・郵便振替サービ

スの提供

スウェーデンの郵便貯金事業は､ 貯蓄金融機

関を求める少額貯蓄者のニーズを満たすため､

1884年に郵便事業を行う郵政庁の下で郵便貯蓄

銀行 (Postsparbanken) が業務を開始したこと

に始まる｡ 他方､ スウェーデンの郵便振替 (決

済) 事業は､ 現金の直接受け渡しによる決済を

減らす効率的な決済手段を一般公衆に提供する

ため､ 1925年に郵便振替事業である ｢ポストジ

ロー (Postgirot)｣ が郵便貯蓄銀行の業務の一

部として設置されたことに始まる｡ 以後スウェー

デンでは1970年代半ばに至るまで､ 郵便・郵便

貯金・郵便振替の３種類のサービスが､ 郵政庁

による国営事業として提供されていた｡

２ 郵便貯金事業の分離と100％国有銀行の設立

この郵便・郵便貯金・郵便振替の３種類のサー

ビスのうち､ 郵便貯金事業については早くから

民営化が検討されていた｡ しかしスウェーデン

政府は1974年１月､ 民営化を行う代わりに､ 郵

便銀行 (Postbanken, 1960年に郵便貯蓄銀行から

名称変更) とスウェーデン信用銀行 (Sveriges

kreditbank ; 100％国有の銀行) を統合し､

新たに100％国有の郵便信用銀行 (Post- och

kreditbanken, ｢PK銀行(PK-banken)｣ ともいう｡)

を設立した｡

統合の結果､ 郵便貯金事業 (貯金口座関連業

務と与信業務) は郵便信用銀行に移管され､ 郵

政庁から分離された｡ 他方､ 郵便振替事業 (ポ

ストジロー) は､ 統合される郵便銀行から切り

離されて郵政庁の直接傘下の業務となり､ また

郵便局の店舗・配達網と職員は郵政庁に残され

た｡

したがってスウェーデンでは､ 1974年以降､

郵便サービスと郵便振替サービスが郵政庁の行

う国営事業として提供される一方で､ 貯金サー

ビスは郵政庁の事業から分離され､ 別組織の国

有銀行によって提供されることとなった｡ 但し

郵政庁と郵便信用銀行は業務提携を結んだため､

郵政庁は引き続きその店舗・配達網で郵便信用

銀行の貯金サービスを提供した(８)｡

郵便信用銀行は､ 前述のように当初国がその

株式の100％を所有していたが､ 1984年に一部

株式公開 (新株発行) を行って以降､ 国の株式

所有比率は低下し､ 1990年代初頭には70.6％と

なった(９)｡ 同行は1990年に地方銀行であるノ

ルド銀行 (Nordbanken) を買収し､ その名称
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� Prop.1992/93:100, bil 7, p.147. この業務提携は､ 郵便信用銀行が同行の貯金サービスを提供する際に郵政庁

の持つ経営資源 (施設・職員等) を使用し､ 代わりに郵政庁に使用料を支払うというものである｡ 郵政庁にとっ

ては郵便局の各店舗で提供するサービス水準を維持することが可能となることに加えて郵便信用銀行の側から使

用料収入が得られる点､ 郵便信用銀行にとっては支店網構築等の経営コストが節約できる点で双方にメリットが

あった｡ 反面､ こうした業務提携は､ 法人格としては互いに独立の組織でありながら､ 実質的には郵政庁と郵便

信用銀行が完全に分離していないことを示すものであった｡



を受け継いで銀行名を ｢ノルド銀行｣ に改めた｡

1980年代末から90年代初頭のスウェーデンの銀

行市場は６大商業銀行グループによる寡占状態

にあったが(10)､ 改称したノルド銀行はその一

角を構成していた｡

３ 自由化と経営合理化の進行

1980年代末から1990年代前半にかけて､ スウェー

デンの郵便市場では大幅な自由化が進行した｡

郵便サービス (書状送達業務) の提供は郵政庁

によって独占されていたが､ 当該独占は､ その

根拠法規であった ｢郵政庁の書状送達等の独占

権に関する公示｣(11) が廃止されたことに伴い､

1993年１月１日に撤廃された｡ 小包の送達には

もともと規制が存在していなかったため､ この

結果スウェーデンの郵便サービスは完全に自由

化された(12)｡

また1990年代初頭には郵便局の直営店舗

(postkontor) が閉鎖され､ これに代わってスー

パーマーケット等の商店や企業が郵便局の代理

店となり､ 一定範囲の郵便サービスやキャッシャー

サービスを提供する商店内郵便局(Post-i-butik)

が設置される傾向が見られた｡ この制度自体は

既に19世紀から存在しており目新しいものでは

ないが､ 郵政庁の経営合理化の観点からこの時

期に拡大を見たものである｡ 商店内郵便局の制

度は､ パートナー店舗制度 (Post hos partner

及び Kassaservice hos partner) に発展し､ 今日

に至っている｡

こうした郵便市場の自由化・郵政庁の経営合

理化が､ 1980年代末から1990年代前半にかけて

進展した理由には､ 郵便サービスに隣接する事

業 (クーリエサービス(13) 会社やダイレクトメール

配達業者等) や電子的通信手段 (この当時はファッ

クス) が発達して､ 郵便サービスに代替する動

きを示したことが挙げられる｡ 書状送達の業務

独占規定はこの動きを規制するのにほとんど無

力であり､ 郵政庁の郵便サービスの独占は事実

上侵食される一方であった｡ このため郵政庁は

経営合理化を進める一方で､ その経営の自由度

を高め事業領域を拡張するために郵便市場を規

制緩和 (自由化) する方が､ 経営上得策である

と判断した(14)｡

更に､ 1991年の総選挙で社会民主労働党 (社

民党) 政権に代わり､ 規制緩和と自由な企業活

動を政策目標として掲げる保守・中道連立政権

(カール・ビルト首相) が成立したこと､ EUへ

の加盟が現実化し(15)､ EUの域内 (単一) 市場

に耐え得る競争力を持つことがスウェーデン経

済にとって急務であったことも､ 郵便市場の自

由化・経営合理化の追い風となった｡

４ 郵政庁の株式会社への転換と郵便法の制定

1993年10月14日､ 政府は ①郵政庁の事業形
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� Prop.1991/92:21 (Teckning av aktier m.m. i Nordbanken), p.3.

� 樋口 修 ｢スウェーデンの金融機関救済策｣ 『外国の立法』 203号, 1998.6, p.68.

� スウェーデン法令全書1947年第175号

� ただし1996年11月の郵便法改正 (スウェーデン法令全書1996年第1132号) により､ 1997年１月１日からは､ 郵

便事業 (書状送達業務) を行うには許認可当局 (郵便電気通信庁) による許可が必要とされている｡

� 重要なビジネス用書類や小口貨物等を迅速に輸送・配達するサービス｡

� Peter Andersson, "Deregulating the postal sector- the Swedish model", paper for the 5th international

conference on Technology Policy and Innovation, Delft University of Technology, 2001.6.

� 1990年10月､ 当時の社民党政権は､ スウェーデンが EU (当時 EC､ 以下特に必要のない限り両者とも "EU"と

表記する｡) に加盟すべきである旨の見解を発表し､ 1991年７月にはカールソン首相が EUへの加盟申請を行っ

た｡ 1993年２月から開始された加盟交渉は1994年３月に合意が成立し､ 同年11月13日の国民投票 (EU加盟賛成

52.3％) を経て､ 1995年１月１日からスウェーデンは EUに加盟した｡ (Swedish Institute, Sweden in the

European Union, 2004.)



態の再編 (株式会社への転換)､ ②郵便法の制定

を主要内容とする政策案(16) をスウェーデン国

会に提出し､ 国会は同年12月17日に当該政策案

を可決した(17)｡ これに基づき1994年３月１日､

郵政庁は100％国有会社であるポステン株式会

社に転換した｡ 郵便振替事業を行うポストジロー

も､ 同時にポステン株式会社の完全子会社であ

るポストジロー銀行株式会社 (Postgirot Bank

AB) に転換し､ 法的な意味での銀行となり､

金融監督庁の監督を受けることになった｡ ただ

しその業務は原則的に支払の仲介 (すなわち決

済サービス) に限られた(18)｡ また､ 行政機関と

しての郵政庁が有していた郵便事業に関する監

督権限は､ 電気通信庁 (Telestyrelsen) に移管

され､ 同庁は名称を郵便電気通信庁 (Post- och

telestyrelsen) に改めた(19)｡

上記国会議決 (1993/94年度第119号) によっ

て郵便法 (Postlag) も成立し(20)､ 郵政庁の株式

会社転換と軌を一にして1994年３月１日から施

行された｡ 同法はスウェーデンの郵便事業につ

いて直接規定する最初の法律であり､ これによっ

て､ ユニバーサルサービス(21) を意味する ｢基

礎的郵便サービス｣ (grundl̈aggande postservice)

の概念が初めて法律に盛り込まれた｡ ｢基礎的

郵便サービス｣ の見出しが付された同法第１条

及び第２条の内容は以下のとおりである｡
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基礎的郵便サービスの概念には､ 郵便サービ

スの要素だけではなくキャッシャーサービスの

要素も含まれている｡ このサービスを提供する

責任は､ 郵便法制定 (すなわち郵便市場自由化)
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� スウェーデンでは､ 国の重要政策を実施するに際しては､ 政府は国会に具体的な措置 (政策案) を提示し､ そ

の承認を受ける必要がある｡

� 政府提出議案1993/94年度第38号; 委員会報告書1993/94年度交通委員会第９号及び第11号; 国会議決1993/94年

度第119号

� SOU 2004:52, p.45. またポストジローは国庫金の支払業務を独占していたが､ この独占権も1994年６月末で

撤廃された｡ (Prop.1995/96:218 (̈Andringar i postlagen (1993:1684) m.m.), pp.14-15.)

� スウェーデンの行政機関は､ 政策立案・決定を行う ｢省｣ (departement) と､ 実際に政策の実施・監督・規

制を行う ｢中央行政庁｣ (myndighet) が併存する独特のシステムを採っている｡ 中央行政庁は内閣 (regeringen)

全体に直属しその指示を受けるが､ 同一問題を所管する省との間には直接の上下関係はなく､ この点で我が国

の行政機関とは異なる｡ 郵政問題を所管する行政機関は､ ｢省｣ が通信省 (Kommunikationsdepartementet) －

1999年１月１日以降は産業省 (Näringsdepartementet; 同省が通信省を統合したことによる)､ ｢中央行政庁｣

が郵政庁 (Postverket) －1994年３月１日以降は郵便電気通信庁 (Post- och telestyrelsen) である｡

� スウェーデン法令全書1993年第1684号

� 国民生活に不可欠な基礎的サービスを､ 利用しやすい料金等の適切な条件で､ 過疎地も含め全国で安定的に提

供すること｡ 万国郵便条約は､ 加盟国に対して郵便のユニバーサルサービスの提供を義務づけている｡



の後でも国が引き続き保有するものとされ(22)､

国はポステン株式会社と契約を締結し､ 同社

(すなわち郵便局) を通じて基礎的郵便サービス

の提供を実現した｡ 当初の契約期間は1994年３

月１日から1996年12月31日までであった(23)｡

郵便法は､ 郵便事業 (postverksamhet) を､

料金を徴収して恒常的に行う①書状の送達､

②書状と小包を併せて送達することと定義し

(第３条)､ 郵便事業を営む者は､ 政府が指定す

る行政機関 (監督官庁;tillsynsmyndigheten) に

届け出た後に初めて営業することができるもの

とされた (第４条)｡ 監督官庁は､ 郵便事業が

信頼性を維持しつつ営まれていることを監督す

る行政機関であり､ 郵便法と同時に施行された

郵便令 (Postförordning)(24) によって､ 郵便電

気通信庁が監督官庁に指定された｡

郵便電気通信庁の任務を規定する ｢郵便電気

通信庁への指示に関する命令 (Förordning med

instruktion för Post- och telestyrelsen)｣(25) も､

郵便法・郵便令と同じく1994年３月１日に施行

された｡ この命令では､ 郵便電気通信庁の任務

として､ 郵便法で定める目標に従って､ 十分に

機能する郵便サービス及びキャッシャーサービ

スがすべての者にとって利用可能であるように

働くこと､ 郵便分野の展開を継続的に追跡し､

当該郵便サービス及び当該キャッシャーサービ

スが社会のニーズを満たしているのを監視する

こと､ 郵便分野の価格動向を監督すること等が

規定された｡

ただし同庁は､ 郵便事業を監督する任務は有

するが､ キャッシャーサービス事業を監督する

任務は持たない｡ ｢対面による支払機会の提供｣

であるキャッシャーサービスは､ 銀行その他の

金融機関の業務の一環として提供される場合に

は金融監督庁の監督を受ける｡ したがって､ 郵

便法施行により､ 郵便局のキャッシャーサービ

スである郵便振替事業は金融監督庁の監督を受

けることになった｡

５ ユニバーサルサービス概念の変化

ユニバーサルサービスを意味する ｢基礎的郵

便サービス｣ の用語自体は､ 郵便法の制定以前

にも､ 郵政庁の任務について述べた政策案や予

算案の中に既に現れており､ また郵便法は制定

後に幾度か改正がなされている｡ この過程で､

ユニバーサルサービスを意味する用語は変化し､

またその法律上の位置付けも変化を遂げてきた｡

以下では､ スウェーデンにおける郵便と金融の

ユニバーサルサービス概念の変化を見ることを

通じて､ 郵便局が提供する金融サービスに対す

る国の責任の法令上の位置付けとその推移を確

認する｡

� 郵政庁の経営目標

郵便法施行 (自由化) 以前の旧郵政庁に対し

ては､ 1985年以降､ 国会と政府が同庁の経営目

標 (サービス目標､ 品質目標､ 経済目標等) を設

定することを通じてその業務をコントロールす

る方式が確立した(26)｡ 当該経営目標は予算案(27)

中に示されたが､ その最初のケースである1985

/86年度予算案(28) では既に､ 郵政庁は､ 郵便物・

比較的軽量の貨物・支払を全国及び外国との間

で早く安全な状態で仲介しなければならないこ

と､ また全国をカバーする郵便サービスが基礎
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� Prop.1993/94:38, pp.73-76.

� Statskontoret, Avregleringen av postmarknaden, 2004, p.73.

� スウェーデン法令全書1993年第1709号

� スウェーデン法令全書1993年第1710号

� Statskontoret, op.cit., p.72.

� スウェーデンの財政年度は､ 1994/95年度までは毎年７月～翌年６月､ 1997年以降は暦年である｡

� 政府提出議案1984/85年度第100号別表第８



的なものであることが経営目標として掲げられ

ていた(29)｡

1990/91年度予算案(30) では､ 郵政庁のサービ

ス目標の中で､ 次のように ｢基礎的郵便サービ

ス｣ の語が用いられた(31)｡
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この ｢基礎的郵便サービス｣ の用語は､ 翌

1991/92年度予算案(33) における郵政庁のサービ

ス目標の中でも同じように使用されている｡

� 『成長のための産業政策』 (1991年)

1991年２月､ 当時の社民党政権は 『成長のた

めの産業政策』 (Näringspolitik för tillväxt)

と題する政策案を起草し､ スウェーデン国会に

提出した(34)｡ この政策案では､ 経済政策は､

市場経済が十分に機能するよう改良し､ 支援し､

その完成を図る諸手段から構成されるべきであ

ると主張され､ 当時のスウェーデンで国営事業

が供給の中心となっていた､ 郵便・鉄道・電力・

通信等の産業分野における大幅な規制緩和と自

由化が提言された｡

この政策案の方向性は､ 保守・中道連立政権

で更に強化され､ 郵便分野では後の郵便サービ

ス自由化やそれを法的に裏付ける郵便法の制定

を導くに至った｡ しかし規制緩和と自由化を標

榜する同政策案においても､ 基礎的郵便サービ

スの供給は郵政庁の任務であるとして､ 次のよ

うに述べられている(35)｡
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以上から明らかなように､ スウェーデンでは､

既に郵便法制定前の1990年代初頭に､ 国 (郵便

局) が提供責任を負うべき最小限のサービス内

容を示す用語として ｢基礎的郵便サービス｣ と

いう語が定着していた｡ また､ 当初の基礎的郵

便サービスの概念には､ 郵便サービスとキャッ

シャーサービスの双方の要素が含まれていた｡
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� Prop.1984/85:100, bil.8, pp.87-88. なおユニバーサルサービスとしての郵便サービスについて述べた例は､ こ

れ以前の予算案にも見ることができる｡ 例えば1984/85年度予算案には ｢郵政庁は､ 全国をカバーする､ 早く安

全でかつ容易にアクセスし得る郵便サービスを提供しなければならない｣ (Prop.1983/84:100, bil.8, p.126.) と

いう記述がある｡

� 政府提出議案1989/90年度第100号別表第８

� Prop.1989/90:100, bil.8, p.119.

� 脚注� (第Ⅱ章第２節) 参照｡

� 政府提出議案1990/91年度第100号別表第８; 委員会報告書1990/91年度交通委員会第13号; 国会議決1990/91年

度第131号 [1991年３月６日]

� 政府提出議案1990/91年度第87号 ;委員会報告書1990/91年度産業委員会第38号 ;国会議決 1990/91年度第318号

[1991年５月29日]

	 Prop.1990/91:87 (Näringspolitik för tillväxt), p.108.



� 郵便局の金融サービスに対する国の財政支

出の開始 (1992/93年度予算案 (1992年))

しかし 『成長のための産業政策』 で示された

規制緩和と自由化が急速に進展した場合､ 郵政

庁が経営合理化のため店舗を閉鎖し､ その結果､

国が責任を有する基礎的郵便サービスの提供に

支障が発生する懸念が存在した｡ 特に銀行の店

舗が存在せず､ 郵政庁以外に支払サービス(36)

及びキャッシャーサービスの提供主体がない過

疎地域においてはその危険性が高かった｡

この問題を検討した (郵政庁､ 国会､ 政府､ 労

働組合で構成される) ワーキング・グループは､

郵便局以外の代替手段が存在しない等､ 地域政

策上の理由が存在する場合には､ 郵政庁が ｢毎

日のかつ全国をカバーする｣ 支払サービス及び

キャッシャーサービスを提供する費用を､ 国が

財政支出によって補償すべきであると結論づけ

た(37)｡

1992/93年度予算案(38) では､ 『成長のための

経済政策』 と上記ワーキング・グループの提言

を踏まえて試算を行い､ 郵政庁に代わる提供主

体のない場所で､ 同庁が毎日の支払サービス及

びキャッシャーサービスを維持するための純費

用は約３億クローナ (1992年平均の為替レートで

約65億円(39)) であると推計した｡ そして同予算

案は､ 郵政庁が当該地域で当該サービスを維持

することに関して､ 国は郵政庁に当該金額 (３

億クローナ) を補償すべきであることを提案し､

これを計上した(40)｡

同予算案はまた､ 郵政庁の経営目標を従来よ

りも明快に整理して提示している｡ 同予算案に

示された郵政庁の経営目標のうち､ ｢基礎的郵

便サービス｣ の概念と､ キャッシャーサービス

に関わる箇所の記述は以下のとおりである(41)｡
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� ｢支払サービス (betaltj̈anst)｣ とは､ 対面サービス (キャッシャーサービス等) と非対面サービス (ATMか

らの現金引き出しやインターネットバンキング等) の双方の概念を含んだ､ 支払機会を提供するサービス全体を

指す用語である｡ (PTS [2003], op.cit., p.7.)

� Prop.1991/92:100, bil.8, p.158.

� 政府提出議案1991/92年度第100号別表第７ ;委員会報告書1991/92年度交通委員会第18号 ;国会議決 1991/92年

度第276号 [1992年５月20日]

� 本稿では､ 記述が長期間にわたるため､ スウェーデン・クローナ建ての金額の円換算額は必要最小限の箇所で

しか表記していない｡ 参考までに IMF; International Financial Statistics Yearbook に基づき､ 対米ドル年

平均相場を円換算した､ 関連する期間の対日本円スウェーデン・クローナ年平均相場は以下のとおりである｡

１スウェーデン・クローナ：21円40銭 (1989年)､ 24円46銭 (1990年)､ 22円28銭 (1991年)､ 21円75銭 (1992

年)､ 14円29銭 (1993年)､ 13円25銭 (1994年)､ 13円19銭 (1995年)､ 16円22銭 (1996年)､ 15円85銭 (1997年)､

16円47銭 (1998年)､ 13円79銭 (1999年)､ 11円76銭 (2000年)､ 11円77銭 (2001年)､ 12円88銭 (2002年)､ 14円

34銭 (2003年)｡ また2004年６月末の時点の対日本円スウェーデン・クローナ相場は､ １スウェーデン・クロー

ナ：14円41銭であった｡

� Prop.1991/92:100, bil.8, p.158.

� Ibid., pp.160-162.
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更にこの予算案では､ 経営目標でいう ｢毎日

のサービス (daglig service)｣ とは､ すべての

家庭､ 企業､ 組織に対して通常の場合週５回の

書状送達と支払サービスを提供すること､ また

｢全国をカバーするサービス (rikstäckande

service)｣ とは､ 書状､ 小包､ 支払が住所にか

かわらずすべての者に到達し得ることであると

して､ その概念を明確にした(42)｡

1992年５月20日､ スウェーデン国会はこの

1992/93年度予算案を可決し､ 国は郵政庁が行

う全国をカバーする支払サービス及びキャッシャー

サービスに対して､ ３億クローナの補償 (財政

支出) を行った｡ この財政支出は､ 補償対象

(すなわちキャッシャーサービスの供給主体) が郵

政庁からポステン株式会社､ スウェーデン・キャッ

シャーサービス社に移った後にも継続して今日

に至っている｡ その実績は表１に示すとおりで

あり､ 当初の３億クローナから次第に減額され

て1995/96年度には一旦年額２億クローナとなっ

たが､ 2002年の基礎的キャッシャーサービス法

の施行 (スウェーデン・キャッシャーサービス社

の発足) と共に年額４億クローナに増額されて

いる｡

したがって､ スウェーデンにおいては､ 基礎

的キャッシャーサービスに対する国の財政支出

は1992年の時点で既に開始されており､ 2002年

の基礎的キャッシャーサービス法施行によって

初めて実施されたわけではない｡

郵便分野の規制緩和・自由化が推進されるの

と同時期に､ このような財政支出が (地域政策

的配慮とはいえ) 開始されるのは一見奇妙で

あるが､ その背景には､ 当時のスウェーデンが

深刻な金融危機に陥っていたという事情があっ

た(43)｡ 後述するように､ 1990年代初頭のバブ

ル崩壊によって不動産価格が暴落すると､ 不動

産融資に傾斜していた銀行の貸し倒れ額は急速

に増大した｡ 1980年代に15億クローナから25億

クローナの間で変動していたスウェーデンの銀
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� Ibid., p.161.

� 1990年代前半のスウェーデンの金融危機とそれに対する支援策の概要については､ 樋口前掲論文参照｡

表１ 郵便局のキャッシャーサービスに対する国の財政支出
(単位：百万スウェーデン・クローナ)

年 度** 金 額 支出対象・注

1992/93 300 郵政庁

1993/94 283 郵政庁 (1994年３月１日以降はポステン株式会社)

1994/95 250 ポステン株式会社

1995/96 300 同上 (18ヶ月予算であるため､ 年額ベースでは減額)

1997 200 同上

1998 200 同上

1999 200 同上

2000 200 同上

2001 200 同上

2002 400 スウェーデン・キャッシャーサービス社

2003 400 同上

2004 400* 同上

2005 400* 同上

(出典) 政府提出予算案 各年度版
注. *は予算､ 他は決算ベース｡

**1994/95年度までは７月～翌年６月｡ 1995/96年度は95年７月～96年12月の18ヶ月予算｡ 1997年以降は暦年｡



行部門の貸し倒れ額は､ 1990年に110億クロー

ナ､ 1991年に360億クローナ､ 1992年に740億ク

ローナと急増し､ 郵便貯金事業をその前身とす

るノルド銀行のほか､ ゴータ銀行､ 第一貯蓄銀

行等の大手銀行が経営危機に追い込まれて国の

支援を受けた｡

1992/93年度予算案が国会で可決された (1992

年５月20日) 直後には､ 第一貯蓄銀行への国の

融資保証 (同年５月27日)､ ノルド銀行の完全国

有化 (同年６月10日) が国会で可決されており､

スウェーデンの金融システムは危機に瀕してい

た｡ 既に与信業務 (郵便貯金事業) を切り離し

ていた郵便局は､ 金融危機の影響を深刻に受け

る存在ではなかったが､ その決済システムの維

持には十分な配慮を払う必要があり､ それが郵

政庁の全国をカバーする支払及びキャッシャー

サービスに対して国の補償 (財政支出) が開始

される推進力となったのである｡

� 郵便法 (1994年３月１日施行)

1994年３月１日に施行された郵便法は､ 旧郵

政庁時代に確立した上記の基礎的郵便サービス

の概念を法律に盛り込んだものであり､ その具

体的内容は既に本章第４節で述べたとおりであ

る｡ 郵政庁のポステン株式会社への転換に伴っ

て､ 基礎的郵便サービスの提供責任は国が直接

負うものとされ､ 国はポステン株式会社との契

約によってその提供を実現した｡ したがって全

国をカバーする支払及びキャッシャーサービス

に対する国の補償は､ ポステン株式会社に対し

て支払われた｡

� 郵便法の改正

郵便法は､ 1994年３月１日の施行から2005年

２月末までに13回改正されている｡ このうち主

要な改正は次の４回である(44)｡

�� 第一次改正 (1997年１月１日施行)(45)

第一次改正では､ 第１条の見出しが ｢基礎的

郵便サービス｣ から ｢基礎的郵便及びキャッシャー

サービス｣(grundl̈aggande post- och kassaservice)

に改められると共に､ その具体的内容が拡張さ

れた｡ ただし拡張は郵便サービスの要素につい

てのみであり､ キャッシャーサービスの要素に

ついての変更はなかった｡ 改正された第１条の

主要内容は以下のとおりである｡ (下線部は変更

箇所 [施線は筆者による｡])
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本稿に関連する第一次改正の主要内容は､ 次

の三点である｡

①郵便サービスに関する ｢基礎的郵便サービス｣

概念の拡張
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� 本稿では､ 郵便法改正に関するスウェーデン語文献 (Bj̈orn Falkenhall och Anne Kolmodin, "Samhälls-

ekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden", Institutet för tillväxtpolitiska

studier, 2004. 等) の例にならい､ 主要な改正についてのみ ｢第一次｣ ｢第二次｣ ｢第三次｣ とカウントする｡

� 政府提出議案1995/96年度第218号; 委員会報告書1996/97年度交通委員会第６号; 国会議決 1996/97年度第34号

[1996年11月６日] ;スウェーデン法令全書1996年第1132号



｢基礎的郵便サービス｣ に含まれる郵便サー

ビスの要素は拡大した｡ 郵便法第３条による

｢書状｣ の定義は ｢封筒又はその他のカバーに

封入され､ かつ最高２キログラムの重量を有す

るあて先が明記された郵便物｡ 絵はがき､ 郵便

はがき及びそれに類する郵便物は､ この法律を

適用する際には書状として扱われる｡｣ となっ

ており､ また ｢小包｣ の定義は ｢２キログラム

を超え最高20キログラムの重量を有するあて先

が明記された郵便物｣ となっているため､ 従来

の郵便法では､ ２キログラム以下の開放郵便物

(新聞・雑誌等) が基礎的郵便サービスの対象か

ら脱落していた｡ 第一次改正では､ この２キロ

グラム以下の開放郵便物を第１条に明記して基

礎的郵便サービスの対象に含めると共に､ 従来

の郵便法では書状及び私人の小包に限られてい

た ｢均一かつ合理的な価格｣ での送達を､ 企業

の送付する小包も含め､ 20キログラム以下のす

べての郵便物に適用した｡

また､ 郵便物が一定の価値を有することや実

際に送達されたことを証明するのは重要な社会

的機能であるという認識に基づいて､ 郵便物を

保証する可能性と郵便物を受領したことに対し

て受領証を受領者から受け取る可能性も ｢基礎

的郵便サービス｣ の概念に盛り込まれた｡

② ｢基礎的郵便サービス｣ と ｢基礎的キャッシャー

サービス｣ の概念上の分離

郵便局と金融サービスの結びつきは､ 顧客が

為替証書を郵送し､ 受取人が近くの郵便局でこ

れを換金するという郵便為替の方式で､ 郵便局

の店舗網を利用して遠隔地決済を行ったことに

端を発する｡ 郵便為替の制度は､ 後に郵便振替

システムを用いた決済サービスに発展し､ ごく

最近に至るまで､ 郵便局が金融サービスを提供

することを当然のものとする理由の一つを構成

していた｡

しかしながら近年､ 技術進歩やインターネッ

ト銀行の登場等によってこの自然な結びつきは

崩壊し､ 郵便局が金融サービスを提供すること

は必ずしも当然とはみなされなくなった｡ これ

と共に､ アイスランドのように郵便振替業務を

売却して郵便局での金融サービスの提供を廃止

する国が現れ､ 現在のスウェーデンもその方向

に進んでいる｡

郵便局と金融サービスの自然な結びつきの分

離が､ スウェーデンで法律上はじめて明らかに

なったのは､ この第一次郵便法改正の時であっ

た｡ すなわち､ 従来 ｢基礎的郵便サービス｣ の

概念の中に含まれていたキャッシャーサービス

の要素は､ 第一次改正によって ｢基礎的郵便サー

ビス｣ の概念から除外され､ 独立した ｢基礎的

キャッシャーサービス｣ の概念を構成すること

になった｡ サービス内容や所管官庁の変更等､

法改正に伴う具体的な影響はほとんど見られな

かったが､ この改正は､ キャッシャーサービス

と郵便サービスの分離を示す第一歩となった｡

改訂された基礎的郵便サービスと基礎的キャッ

シャーサービスの供給を保証するため､ 国はポ

ステン株式会社と改めて契約を締結した (第二

次契約)｡ 契約期間は当初1997年１月１日から

1997年12月31日までであったが､ 後に1998年６

月30日まで延長された｡

③郵便事業の届出制から許可制への変更

郵便事業が届出制から許可制に改められ､ 郵

便事業を営むためには政府が指定する行政機関

(許認可官庁 ; tillst�ndsmyndigheten) の許可が

必要となった (第４条改正及び第４a条)｡ 許認

可官庁は､ 従来の監督官庁が有していた郵便事

業が信頼性を維持しつつ営まれているのを監督

する権限に加え､ 郵便事業を営む許可を与え､

またこれを取消す権限を有した｡ 郵便令の改正

により､ 郵便電気通信庁が許認可官庁となった｡

�� 第二次改正 (1998年７月１日施行)(46)

1997年12月15日､ 欧州議会及び理事会は､ 共

同体郵便サービスの内部市場の発展とサービス

の質向上のための共通ルールに関する指令を発

出した｡ これがいわゆる郵便指令 (97/67/EC)
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である｡ 郵便指令は､ EU加盟国に自国内での

郵便のユニバーサルサービス確保を義務づけ､

その確保のためユニバーサルサービス供給者に

一定範囲の書状送達の独占を認める一方で､ そ

れ以外の郵便分野に関しては段階的かつコント

ロールされた自由化を推進するという内容のも

のであった｡ 但し､ 郵便指令ではキャッシャー

サービスに関する規定はなされていない｡

第二次郵便法改正は､ この EUの郵便指令に

対応するよう法令を整備することを主目的とし

て行われた｡ 本稿に関連する箇所の改正条文の

主要内容は以下のとおりである｡ (下線部及び二

重抹消線は変更箇所 [施線は筆者による｡])
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本稿に関連する第二次改正の主要内容は､ 次

の二点である｡

①基礎的キャッシャーサービスの条文上の分離

第一次改正で基礎的郵便サービスから概念上

分離された基礎的キャッシャーサービスは､ 第

二次改正では条文の上でも明確に分離された｡

キャッシャーサービスが郵便サービスとは異な

ることをより明確にするため､ 従来の郵便法で

基礎的郵便サービスに関する規定と同じ第１条

の中に置かれていた基礎的キャッシャーサービ

スに関する規定は､ 新たに ｢基礎的キャッシャー

サービス｣ の見出しが付され新設された第１a

条に移された｡ ただし条文の内容には実質的な

変化はなかった｡

この改正は､ 新しい第１条で規定される郵便

分野のユニバーサルサービスを､ より郵便指令

に沿った内容のものにすることを主眼として行

われたものであるが､ 一方でキャッシャーサー

ビスと郵便サービスの分離がより進展している

ことを明確に示すことになった｡

② ｢基礎的郵便サービス｣ から ｢広く社会全体

にわたる郵便サービス｣ へ

第二次改正では ｢基礎的郵便サービス及びキャッ

シャーサービス｣ の概念に代えて ｢広く社会全

体にわたる郵便サービス (samhällsomfattande

posttj̈anst)｣ の概念が採用された｡

スウェーデンにおける郵便のユニバーサルサー

ビスを､ EUの郵便指令に沿った内容に改正し

たため､ その具体的内容は第一次改正時に比べ

てやや後退した(47)｡ また､ 第二次改正に伴っ

て郵便令の規定が大幅に改正され(48)､ 少なく

とも１つの郵便事業者に対して広く社会全体に

わたる郵便サービス (ユニバーサルサービス)
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� 政府提出議案1997/98年度第127号; 委員会報告書1997/98年度交通委員会第13号; 国会議決 1997/98年度第304

号 [1998年６月５日] ; スウェーデン法令全書1998年第483号

� 例えば第一次改正においては ｢均一かつ合理的な｣ ものであった郵便物の送達価格は､ 第二次改正においては

若干の例外を除き均一性が保証されなくなった｡

� スウェーデン法令全書1998年第529号



を提供する義務を付することや､ 当該サービス

が満たすべきより詳細な条件等が定められた｡

第二次改正で新しく定められた､ 広く社会全

体にわたる郵便サービスと基礎的キャッシャー

サービスの提供を保証するため､ 国とポステン

株式会社は第三次契約を締結した｡ 契約期間は

1998年７月～1999年12月までであり､ その後第

三次契約と同内容の契約が二度 (2000年１月～

６月､ 2000年７月～2001年３月) 締結された｡

�� 第三次改正 (1999年７月１日施行)(49)

郵便法の第三次改正は､ ポステン株式会社が

管理している郵便番号システムを他の郵便事業

者も公平に利用できるようにする等､ 郵便事業

の競争条件の公平化を主内容とする改正であり､

基礎的キャッシャーサービスの概念に直接変更

を求めるものではない｡

�� 基礎的キャッシャーサービス法 (2002年１

月１日施行)

四回目の郵便法の主要改正が､ 2002年１月１

日に施行された基礎的キャッシャーサービス法

である｡ この改正によって､ 基礎的キャッシャー

サービスは独自の特別法により規定されること

になり､ キャッシャーサービスに関する規定は

郵便法から完全に除外された｡ ただし ｢郵便電

気通信庁への指示に関する命令｣ の改正(50) に

より､ 郵便電気通信庁は､ 引き続き基礎的キャッ

シャーサービスが社会のニーズを満たしている

ことを監視する任務を有した｡

基礎的キャッシャーサービス法の制定は､ 郵

便局本体と金融サービス・キャッシャーサービ

スの結びつきが､ ほぼ完全に解消したことを示

すものであった｡

上述のように､ 従来当然のものと考えられて

きた郵便局と金融サービス・キャッシャーサー

ビスの結びつきは､ 法令面においては1990年代

後半以降分離が進行し､ 2002年の基礎的キャッ

シャーサービス法の施行によってほぼ完全に解

消された｡ この間､ ユニバーサルサービスに含

まれる郵便サービスの要素は変化したものの､

キャッシャーサービスの要素にはほとんど変化

がなかった｡

法令面での分離は､ 実態面での分離と相まっ

て (或いは実態面での分離を後追いして) 進行し

ている｡ 郵便局と金融サービス・キャッシャー

サービスの実態面での分離を明確に示すのが､

次に述べる郵便局とノルド銀行の提携解消であ

り､ また郵便振替事業のノルド銀行への売却で

あった｡

６ 金融危機とノルド銀行の再編

1990年代前半にスウェーデンの銀行市場は深

刻な金融危機に陥ったが､ 中でも最大の打撃を

受けたのはノルド銀行であった｡ 同行は1980年

代後半のバブル期に大都市地域で不動産関連融

資の拡大に傾斜したが､ 1990年代初頭のバブル

崩壊によって不動産価格が暴落すると貸し倒れ

額が急速に増大し､ 経営危機に陥った｡

このため1992年６月10日､ 国が総額20億5500

万クローナ (1992年当時の為替レートで約450億円)

を拠出して他の少数株主のノルド銀行株をすべ

て買収し､ 同行を100％政府保有の銀行とする

再建策がスウェーデン国会で可決された(51)｡

完全国有化された同行に対しては､ 国の支援・

不良債権の分離等の再建策が講じられ､ その結

果同行の当期損益は1993年には黒字に転換した｡

この再建過程で､ ノルド銀行は1994年10月１日､

スウェーデンの６大商業銀行グループの一つで､
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� 政府提出議案1998/99年度第95号; 委員会報告書1998/99年度交通委員会第11号 ;国会議決 1998/99年度第237号
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同じく経営危機に陥り国有化されていたゴータ

銀行を吸収合併した｡

｢金融システム民営の維持｣ という金融機関

支援の原則と､ 国有企業の民営化促進という当

時の政府の方針を受けて､ 再建後のノルド銀行

については早期に民間に売却されることとされ

た｡ 1995年10月､ ノルド銀行株式の34.5％が一

般公衆に売却され､ 国の持株比率は65.5％に低

下した｡ 1997年にノルド銀行はフィンランド最

大手のメリタ (Merita) 銀行と合併してメリタ・

ノルド銀行 (MeritaNordbanken) となり､ 同

行は更にノルウェー・デンマークの銀行と合併

して､ 2000年に銀行・保険・資産管理を中核業

務とする北欧・バルト地域最大の金融サービス

企業グループ､ ノルディア (Nordea) 社を形

成した｡ この合併の過程で国 (スウェーデン王

国) の株式保有比率は低下し続け､ 2004年末現

在で､ 国のノルディア社株式の保有比率は19.8

％となった｡ (ただし国は依然として､ 同社の圧倒

的な筆頭株主の地位を保っている(52)｡)

したがって､ スウェーデンの郵便貯金事業を

その前身とするノルド銀行－メリタ・ノルド銀

行－ノルディアは､ 依然としてスウェーデンの

国有企業としての性格を残しているものの､ 今

日ではその色彩をかなり薄めている｡ このこと

は次に述べるように､ 長期間にわたり継続して

きた郵便局とノルド銀行－メリタ・ノルド銀行－

ノルディアの提携関係が解消される原因の一つ

になった｡

７ ｢郵便銀行｣ とノルド銀行との提携解消

1996年秋､ ポステン株式会社はノルド銀行と

提携契約を結び､ ｢郵便銀行 (Postbanken)｣ の

名称で､ 郵便局店舗における金融サービスの拡

大提供を開始した｡ この提携は､ 個人顧客の一

般的な金融ニーズを満たすため､ 郵便局がノル

ド銀行の代理店となり､ 郵便局の広範な店舗網

と配達網を用いて､ ノルド銀行の金融商品のう

ち一般的なものを包括的に ｢郵便銀行｣ のブラ

ンド名で提供するものであった｡ 換言すれば､

郵便局がネットワーク・職員・ブランドを提供

し､ ノルド銀行が金融商品を供給するのが､ こ

の ｢郵便銀行｣ の事業コンセプトであり､ 従来

から継続していた両者の提携関係を更に強化す

るものであった｡

しかし1999年９月27日､ ポステン株式会社は

この ｢郵便銀行｣ を含めたノルド銀行との提携

関係を､ 2001年３月末で終了することに決定し

た旨発表した｡ 既に述べたように､ 1974年に郵

便貯金事業が郵政庁から分離して以降､ 郵便貯

金事業を前身とするノルド銀行 (及び同行を継

承したメリタ・ノルド銀行－ノルディア) と郵便

局は､ 提携契約を締結し､ 同行が郵便局の店舗

網・施設・職員等の経営資源を利用して金融サー

ビスを提供する一方で､ 郵便局に使用料を支払

うという体制が継続していた｡ この提携契約を

解消するという決定は､ 郵便局の金融サービス

からの撤退の意思を明確に示すものであった｡

2001年１月29日､ ノルディア社とポステン株

式会社は改めて契約を締結し､ 郵便局は基礎的

な銀行サービスに限って､ ２年間､ 引き続きノ

ルディア社の金融サービスをその経営資源を用

いて提供することに合意した｡ これは郵便局に

課された基礎的キャッシャーサービス提供の義

務と､ 金融サービスから撤退するという郵便局

の意向を調整した結果であり､ 翌年の基礎的キャッ

シャーサービス法の内容を先取りするものであっ

た｡

他方､ 従来郵便局の経営資源を利用してフル

スケールの金融サービスを提供してきたノルディ

ア社の側にとっては､ この契約改定は業務内容

を大幅に縮小するものであった｡ このため同社

は､ スーパーマーケット､ ガソリンスタンド､

両替商等と提携契約を結び､ サービス体制の維

持を図った｡
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８ 郵便振替事業のノルディア社への売却

1999年６月３日､ スウェーデン国会は1999年

の春季経済政策案(53) を可決したが､ この中で

国会は政府に対して､ 郵便振替事業すなわちポ

ストジロー銀行株式会社の業務制限を変更 (緩

和) する権限及び同社の売却を決定する権限を

付与した｡

2000年１月27日､ 政府は､ 郵便局が郵便振替

事業 (ポストジロー銀行株式会社) を売却するこ

とを公式に承認した｡ 同社は2001年12月３日に

郵便局からノルディア社に売却されてその完全

子会社となり､ 郵便振替事業は郵便局から分離

された｡

売却当初のポストジロー銀行株式会社は､ ノ

ルディア社のスウェーデンにおける銀行子会社

(すなわちノルド銀行の後身) であるノルディア

銀行スウェーデン株式会社 (Nordea Bank Swe-

den AB) の子会社となったが､ 2002年12月20

日､ 両者は ｢ポストジロー｣ の名称の下で合併

し､ 決済システムも統合された｡ なお ｢ポスト

ジロー｣ の名称は､ 同社が郵便局と無関係になっ

たことを明確にするためにも変更が必要であり､

同社は2005年３月18日､ 名称を ｢プラスジロー

(PlusGirot)｣ に変更した(54)｡

既に述べたように､ 郵便振替事業は郵便法の

制定に伴って銀行株式会社となったが､ その業

務範囲は決済サービス (支払の仲介) のみに制

限されていた｡ 制限の主たる理由は､ 郵便振替

事業を信用リスクや巨額の利払いから隔離する

ためであり､ 郵便振替事業の与信残高や有利子

預金受入残高には､ それが決済サービス上必要

最小限のものとなるように上限が設定されてい

た｡

しかし1990年代には､ 競争の激化と市場金利

の低下によって郵便振替事業の収益性が低下す

る一方で､ 郵便振替制度や銀行振替制度を利用

しない決済が技術進歩によって可能になった｡

その結果として郵便振替事業の取扱高は急速に

(年10～15％の規模で) 減少し､ 業績は悪化して

赤字転落も懸念されるようになった｡

郵便局はこれに対して従来から郵便振替事業

の規制緩和を要望していたが､ 1996年４月に与

信残高制限について若干の緩和が認められたも

のの､ 抜本的な規制緩和は行われなかった｡ こ

のため郵便局は､ 上記の事情の下､ 競争とリス

トラクチュアリングが進行している銀行業の中

で郵便振替事業の競争力と収益性を高めること

は､ 業務制限の緩和がなされない以上困難であ

るとの認識に至り､ 当該事業を売却する方針を

決定した｡

これに対して政府は､ ①現状維持､ ②郵便振

替事業の業務制限緩和 (フルスケールの銀行業務

の承認)､ ③郵便振替事業の売却､ の三つの選

択肢を検討した｡ 検討の結果､ 現在の利幅縮小

傾向下では､ 振替事業の手数料収入で収支均衡

を長期間維持することは不可能であるため現状

維持策は採用し得ず､ また業務制限の緩和はリ

スクが高すぎるため､ 郵便振替事業の売却が唯

一の選択肢であるという結論に到達し､ 政府は

売却を承認した｡

この郵便振替事業のノルディア社への売却に

よって､ スウェーデンの郵便局が金融サービス

を直接提供することはなくなった｡

９ 郵便局の金融サービスからの撤退

� 撤退の背景－郵便局と金融サービスとの結

びつきの解消

スウェーデンの郵便局 (ポステン株式会社)

は､ 金融サービスの提供に関して二つの契約を

結んでいた｡ 一つは基礎的金融サービスの提供

に関する国との契約､ もう一つは基礎的金融サー

ビスの範囲を超える金融サービスの提供に関す

るノルド銀行との業務提携である｡
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しかし郵便局は､ 2001年３月末に国との契約

が終了した後には新しい契約を締結せず､ また

既に述べたように､ ノルド銀行に対しては2001

年３月末で業務提携を終了する旨通告した｡ 更

に2001年12月には郵便振替事業をノルド銀行に

売却した｡

このように､ 郵便局は一切の金融サービスか

ら撤退し､ 郵便・物流事業に特化する経営方針

を選択したが､ その理由は主に次の二点である｡

第一は､ 郵便局の金融サービスの採算がとれ

ないこと､ すなわち郵便局が金融サービスの持

つ非収益的な要素をそのまま抱え込む一方で､

収益性を高める方向への業務拡張に制約を課さ

れたことである｡

対面取引により金融サービスを提供する場合

には､ 多数の窓口係 (テラー) すなわち多額の

人件費を必要とする｡ また決済システムを構築

し更新するには多額の設備投資資金が必要であ

る｡ その一方で､ スウェーデンでは郵便振替事

業に業務制限が付され､ また1974年に郵便貯金

事業が分離した際には､ 店舗や窓口係の職員は

(郵便信用銀行に移るのではなく) 郵便局に残さ

れた｡ かつ郵便局は国との契約により､ 基礎的

キャッシャーサービスの提供に責任を負うこと

とされた｡

このため郵便局の提供する金融サービスは収

益性が低く､ 特に基礎的キャッシャーサービス

の提供に関する事業は､ 国からの財政支出 (補

償) を含めた後でもなお赤字であった｡ こうし

た不採算部門を抱え続けることは､ EUの郵便

指令に基づく郵便市場の自由化に直面している

スウェーデンの郵便局にとっては､ 経営上看過

し難いことであった｡

第二は､ 郵便局の有する経営資源が､ 金融サー

ビスの提供にとって最早優位性を持たなくなっ

たこと､ 換言すれば､ 郵便局に依存しなくても

金融サービスの提供が可能になり､ かつその提

供の幅が広がったことである｡

郵便局は､ 一方では全国に拡がる店舗網と配

達網､ もう一方では郵便振替制度のシステムを

有することにより､ 決済サービスをはじめとす

る金融サービスの提供に関して大きな優位性を

持っていた｡ しかしクレジットカードやインター

ネットバンキングの進展によって､ 決済のため

郵便局 (及び銀行) の窓口を直接訪れる必要性

は減り､ かつ郵便振替 (及び銀行振替) のチャ

ンネルを用いずとも決済を行い得る範囲が拡張

した｡ このため郵便局の金融サービスに対する

ニーズ自体が減少する一方で､ 郵便局の持つ経

営資源が金融サービスの提供上優位性を持たな

くなる (むしろ逆に効率的な経営の障害となる)

傾向が現れ､ これもまた金融サービスの収益性

を低下させた｡

上記の二つの理由から､ 歴史的に当然のもの

と考えられてきた郵便局と金融サービスの結び

つきは､ スウェーデンにおいては郵便市場の自

由化と共に1990年代後半以降次第に弱まり､

2001年には遂に完全に分離するに至ったのであ

る｡

� 緊急避難措置としての基礎的キャッシャー

サービス法

しかし一方で､ 郵便局は国との契約により､

2001年３月末まで基礎的キャッシャーサービス

の提供に関して責任を負っていた｡ この基礎的

キャッシャーサービスの提供を郵便局に代わっ

て行い得る主体は直ちに存在しなかったため､

国は郵便局の金融サービスからの撤退によって､

基礎的キャッシャーサービスの提供責任を履行

できなくなる事態に直面した｡

この事態を回避するため､ 郵便局が金融サー

ビスから撤退した後に､ 郵便局の経営資源を

利用して基礎的キャッシャーサービスの提供

を継続する体制を整えたのが､ 基礎的キャッ

シャーサービス法 (Lag om grundl̈aggande

kassa service)(55) である｡

同法は､ 郵便法から基礎的キャッシャーサー

ビスに関する規定を抜き出して作った法律であ

り､ 郵便法で規定されていた当該サービスの内

容に新たな要素は何も追加されていない｡ 既に
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述べたように､ 同法によってスウェーデンで初

めて基礎的キャッシャーサービスが義務付けら

れたわけではなく､ また同法によって基礎的キャッ

シャーサービスに対する国の補償 (財政支出)

が初めて実現したわけでもない｡ 前述のように､

これらは同法の施行以前に既に実現している｡

したがって基礎的キャッシャーサービス法は決

して画期的な法律ではない｡ むしろ同法は､ 基

礎的キャッシャーサービスを継続するための緊

急避難措置であり､ また郵便局の金融サービス

への関与を規定する最後の法律であった｡ 本稿

冒頭で述べたように､ この法律は施行後１年半

で見直しが提起され､ ２年半後に調査委員会で

廃止の答申がなされたが､ その最大の理由は､

同法があくまで緊急避難措置に過ぎないことに

ある｡ 郵便局による金融サービスの提供体制自

体が行き詰っている以上､ 短期間のうちに同法

の見直しが提起されたのはある意味で当然のこ

とであった｡

Ⅱ 基礎的キャッシャーサービス法とそ

の体制

過渡的・緊急避難的性格を持つものとはいえ､

基礎的キャッシャーサービス法による現行の基

礎的キャッシャーサービス提供体制と､ 提供さ

れるサービスの具体的内容を明らかにすること

によって､ 現在のスウェーデンで金融サービス

の提供に関する国の責任の範囲と水準がどのよ

うに考えられ､ またどのような体制でその提供

を実現しているのかを把握することができる｡

本章では､ 基礎的キャッシャーサービス法の条

文と､ 同法に基づくサービス提供体制､ 提供さ

れるサービスの具体的内容を概観する｡

１ 基礎的キャッシャーサービス法

基礎的キャッシャーサービス法は､ 2001年12

月14日にスウェーデン国会で可決され､ 2002年

１月１日から施行された(56)｡ 英訳の通称では

Basic counter service act (基礎的カウンター

サービス法) という｡

同法は２か条から成る法律であり､ その内容

は以下のとおりである｡
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第１条第１段では､ 基礎的キャッシャーサー

ビスを提供することに関する国の責任について

述べているが､ この箇所の文言は郵便法第１a

条の規定の内容をそのまま継承したものである｡

第１条第２段でいう選挙法第11章は､ 郵便投

票 (郵便局店舗での投票) を規定する章であり､

同章第５条では ｢ポステン株式会社は､ 郵便局

店舗で投票用紙を受理する者を任命しなければ

ならない｡｣ と規定しているため､ ｢投票用紙の

受理を実行する任務をも有する国有企業｣ すな
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わち基礎的キャッシャーサービスを提供する国

営企業とはポステン株式会社 (郵便局) になる｡

したがって第１条第２段の文言は､ 基礎的キャッ

シャーサービスを提供する主体がポステン株式

会社 (郵便局) となるように間接的に指定して

いるといえる｡

第２条は､ 郵便法第２条の基礎的キャッシャー

サービスに関する規定の内容をそのまま継承し

たものである｡ 前述のように ｢郵便電気通信庁

への指示に関する命令｣ の改正により､ 郵便電

気通信庁が引き続き､ 基礎的キャッシャーサー

ビスが社会のニーズを満たしていることを監視

する任務を担うことになった｡ ただし､ 当該サー

ビスの発展状況を継続的に追跡する同庁の任務

はなくなった｡

２ スウェーデン・キャッシャーサービス株式

会社

この基礎的キャッシャーサービス法に基づき､

キャッシャーサービスを提供する組織として設

立されたのが､ スウェーデン・キャッシャーサー

ビス株式会社 (Svensk Kassaservice AB) であ

る｡ 同社は郵便局の100％子会社であるが､

郵便事業とは完全に独立しており､ 郵便事業と

キャッシャーサービス事業は意識的に隔離され

ている(57)｡

� 組織構成と業務内容

同社の職員数は現在約1,700名であり､ この

うち約1,500名は窓口で出納を行う職員(テラー)､

残余の約200名は法務・経理・情報処理等の業

務を担当する本部職員と各店舗のマネージャー

である｡ 融資審査､ 金融商品開発､ 資金運用等

の金融機関に見られる部門は同社にはない｡

この組織構成から明らかなように､ スウェー

デン・キャッシャーサービス社は金融機関では

なく､ 窓口 (カウンター) での対面支払機会を

提供するサービス会社である｡ したがって法的

位置付けはあくまでも銀行の代理店であり､ 金

融監督庁の直接の監督対象ではない｡

� サービスの提供体制

スウェーデン・キャッシャーサービス社は､

そのサービスを主に①直営店舗､ ②パートナー

店舗､ ③地方郵便配達人の３つのチャンネルを

用いて提供している｡

郵便事業とキャッシャーサービス事業を隔離

する方針がとられているため､ 2002年の基礎的

キャッシャーサービス法の成立以降､ スウェー

デン・キャッシャーサービス社の店舗は､ 原則

として郵便局の店舗とは別々に設置され､ 店舗

網も別個に構築されている(58)｡ 同社の店舗網

は全国に広がっており､ 必ずしも過疎地域にの

み設置されているわけではない｡

パートナー店舗 (Kassaservice hos partner､

なお郵便事業の場合は Post hos partnerという｡)

とは､ パートナー契約の締結により､ スウェー

デン・キャッシャーサービス社に代わって同社

のサービスを提供する事業者のことである｡ スー

パーマーケットのほか､ タバコ店､ ガソリンス
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� スウェーデン・キャッシャーサービス社のホームページ <http://www.svenskkassaservice.se> には､ 以下の

ような Q&Aが掲載され､ キャッシャーサービス事業と郵便事業が完全に分離していることを強調している｡

｢(問) スウェーデン・キャッシャーサービス社の窓口で切手を購入し､ 又は書状や小包を差出すことができます

か｡｣ ｢(答) いいえ｡ 私たちは切手を販売していませんし､ 郵便に関するいかなる事項も取り扱っていません｡

スウェーデン・キャッシャーサービス社は郵便局によって所有されていますが､ 独立の企業であり､ したがって

切手は販売していません｡ 郵便局は現在､ 書状や小包の差出及び切手購入ができる新しいサービスポイントを､

全国で約3,000箇所の商店内､ ガソリンスタンド内及びパートナーの許に置いていますし､ また書状や小包を差出

すことができるポストセンターも約400箇所あります｡｣

� ただし実際には､ スウェーデン・キャッシャーサービス社の店舗と郵便局の店舗が､ キャッシャーサービス事

業と郵便事業の隔離以前のように､ 依然として同じ建物内に同居しているケースもある｡



タンド､ 場外馬券売り場､ ビデオレンタルショッ

プ等がパートナー店舗となり､ スウェーデン・

キャッシャーサービス社の基礎的キャッシャー

サービスを提供している(59)｡

直営店舗やパートナー店舗の利用が困難な地

域では､ 地方郵便配達人 (lantbrevbärare) が

キャッシャーサービスを提供する(60)｡ ただし

地方郵便配達人は郵便局の職員であるため､ 上

述の隔離方針に従い､ 地方郵便配達人がキャッ

シャーサービスを提供した場合には､ スウェー

デン・キャッシャーサービス社は郵便局に対し

て補償を支払う必要がある(61)｡

表２はこの３つのチャンネルのうち､ 直営店

舗とパートナー店舗の店舗数の推移を示したも

のである｡ 直営店舗を減らし､ パートナー店舗

に移行する経営方針がとられているが､ キャッ

シャーサービス事業の収入減少と顧客ベースの

縮小を受けてリストラクチュアリングが進行し

ているため､ 店舗数は年々減少している｡

更に2003年４月､ スウェーデン・キャッシャー

サービス社は経営改善のため､ 2004年５月末ま

でに199店舗 (直営店舗168､ パートナー店舗31)

を閉鎖する計画を決定した(62)｡ このため現在

の店舗数は表２で示す直近の数値 (2003年４月)

よりもさらに減少し､ 2004年末の時点で合計

1,019店舗になっている(63)｡

３ 基礎的キャッシャーサービスの具体的内容

基礎的キャッシャーサービス法第１条は､

｢基礎的キャッシャーサービス｣､ すなわちユニ

バーサルサービスとしてスウェーデン全土で供

給されるべきキャッシャーサービスについて規

定しているが､ そこでは ｢すべての者が均一な

価格で支払を実行し受領する可能性を有するこ

と｣ を最低限の基準として設定しているに過ぎ

ない｡ 実際に提供される基礎的キャッシャーサー

ビスは､ それ以上の内容を含んでいる｡

スウェーデンの場合､ 既に述べた基礎的キャッ

シャーサービス法制定の経緯に照らして見るな
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� PTS [2003], op.cit., p.19.

� スウェーデンの郵便配達の形態には､ 主として都市部･住宅密集地域で行われる ｢都市郵便配達 (stadsbrevbäring)｣

と､ 主として農村部･過疎地域で行われる ｢地方郵便配達 (lantbrevbäring)｣ の２種類がある｡ 前者は郵便サービス

のみを提供するが､ 後者は郵便サービスとキャッシャーサービスの両方を提供する｡ 地方郵便配達を行う郵便局の職員

が地方郵便配達人である｡ 各地方郵便配達人は､ それぞれ固有の ｢地方郵便配達人路線 (lantbrevbärarlinjer)｣

を持ち､ 当該ルートを原則として毎日 (週５回) 自動車で巡回して郵便サービスとキャッシャーサービスを提供

する｡ ただし地域によっては巡回頻度が週２～４回のところもある｡ 2003年の時点で約2,550の地方郵便配達人路

線があり､ その大半は農村部･過疎地域を巡回するものであるが､ ストックホルムやイェーテボリ周辺の大都市

地域を巡回する路線もある｡ (Ibid., pp.19-21.)

� Ibid., p.19.

� Ibid., p.22.

� PTS, "�rsredovisning 2004", 2005.2, p.59.

表２ キャッシャーサービスを提供する店舗数の推移

年 直営店舗 パートナー店舗 合 計

1993 1,494 253 1,747

1994 1,341 364 1,704

1995 1,289 378 1,667

1996 1,177 403 1,580

1997 1,075 433 1,508

1998 1,019 470 1,489

1999 922 530 1,452

2000 852 523 1,375

2001 829 483 1,312

2002 774 406 1,180

2003 772 395 1,167

注：2003年は４月現在､ 他は年末｡
(出典) PTS, "Grundläggande kassaservice i Sverige",

2003.10, p.14.
データ出所：スウェーデン・キャッシャーサービス社



らば､ スウェーデン・キャッシャーサービス社

が現在提供しているサービスが､ 現在のスウェー

デンで基礎的キャッシャーサービスとして認識

されているサービスの具体的な内容であると考

えられる｡ これには次のものがある｡

� 銀行口座への預金・払い戻し

提携銀行の代理店として､ 窓口で顧客自身の

提携銀行の口座に預金を受け入れ､ 及び当該口

座から預金を払い戻すサービスを無料で提供す

る｡ スウェーデン・キャッシャーサービス社は

現在､ ファーリェニングス貯蓄銀行 (Förenings

Sparbanken ; 農業協同組合系統金融機関及び貯蓄

銀行(64) の中央機関等の後身である大手商業銀行)､

県保険銀行 (Länsförsäkringar Bank ;地域の保

険会社が共同で設立した中規模銀行)､ ノルディア

社 (郵便貯金事業・郵便振替事業の後身)､ GEキャ

ピタルバンク (GE Capital Bank ;ゼネラル・エ

レクトリック (GE) 社のスウェーデンの金融サービ

ス部門｡ なお同行との契約は預金の払い戻しのみ｡)

の４行と提携契約を結んでおり､ 他の銀行にも

提携関係を拡大したい意向である｡ しかしスウェー

デンの純民間大手商業銀行であるスカンジナビ

スカ・エンスキルダ銀行 ( Skandinaviska

Enskilda Banken) とスウェーデン商業銀行

(Svenska Handelsbanken) は､ 支払サービスの

提供は市場に委ねるべきであるとして､ スウェー

デン・キャッシャーサービス社によるサービス

の提供には否定的であり､ 提携契約を結んでい

ない｡ 取引件数は2000年をピークに減少してお

り､ 2002年の取引件数は2,310万件 (総取引件数

に占める比率43％) である(65)｡

� プラスジロー (旧郵便振替) 及び銀行振替

を利用した請求書の支払い (払込み)

顧客がプラスジロー (旧郵便振替) 又は銀行

振替 (Bankgirot) を利用して､ 窓口で請求書

の支払いを行うサービスを提供する｡ 支払い方

法は現金､ 提携銀行の口座振替､ 小切手・カー

ドのいずれでも良い｡ 従来､ 郵便振替を利用す

る場合の支払いの手数料は､ 銀行振替を利用す

る手数料よりも割安に設定されていたが､ 現在

では両者は同額 (１件45クローナ) となってい

る｡ 振替システムを利用した払込みは､ スウェー

デンで最も典型的な請求書の支払い方法であっ

たが､ 近年利用が激減している(66)｡ 2002年の

取扱件数は2,110万件 (総取引件数に占める比率

39％) である(67)｡

� プラスジロー及び銀行振替を利用した支払

指図書による支払い (払出し)

支払指図書に従って､ プラスジロー又は銀行

振替から､ 相手に現金又は提携口座の預金の形

態で送金するサービスを窓口で提供する (手数

料１件30クローナ)｡ 2002年の取扱件数は770万

件 (総取引件数に占める比率14％) である｡ 払込

みと同様､ 取引件数は近年激減している(68)｡

� 外国への支払い

ノルディア社を利用して､ 外国への支払いサー

ビスを窓口で提供する (手数料１件130～160クロー

ナ)｡ 2002年の取扱件数は８万５千件である｡

� 日々の事業売上金の管理

企業又は団体から､ 日々の売上金 (紙幣､ 硬

貨､ 小切手｡ 一部地域では外貨を含む｡) を窓口で

受け取り､ カウントした上で当該企業・団体の
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� 個人預金者を主な顧客として小口零細預金の受入を行う銀行｡

� PTS [2003], op.cit., p.28.

� Ibid. 1998年～2002年の期間には年率19パーセントずつ縮小した｡

	 Ibid., p.29.


 Ibid. 払込みと同様､ 1998年～2002年の期間には年率19パーセントずつ縮小した｡



口座に預金する｡ 硬貨・紙幣への両替も行う｡

原則として事前の契約が必要であり (契約のな

い場合は別料金になる)､ 料金はサービス内容に

より異なる｡ 2002年の取扱件数は約200万件

(総取引件数に占める比率４％) であり､ 近年減

少傾向にある(69)｡

� 小切手の換金及び振出し

スウェーデンの銀行及び一部外国銀行 (スウェー

デン国内に小切手を換金し得る支店を持つ銀行) の

小切手を窓口で換金する (手数料１件20クロー

ナ)｡ 1998年に約500万件であった同社の取扱件

数は､ 2002年には100万件未満に激減している

(70)｡

また銀行振出小切手と同様に､ 顧客の運搬の

容易性・安全性を確保するため､ スウェーデン・

キャッシャーサービス社自身が小切手を振出す

こともできる (手数料１件50クローナ)｡

� 国内郵便為替

伝統的な郵便為替の方法で､ 窓口からスウェー

デン国内の住所あてに送金することができる

(手数料１件90クローナ)｡ 送金額の上限は１件

１万クローナである｡ 為替証書は支払い後２日

以内に送達され､ 窓口で手数料無料で換金でき

る｡ 2002年の国内郵便為替の取引件数は30万件

弱である(71)｡

以上のサービスは､ スウェーデン・キャッシャー

サービス社の直営店舗だけでなく､ パートナー

店舗又は地方郵便配達人を通じても受けること

ができる (一部のサービスについては制限がある)｡

なお､ スウェーデン・キャッシャーサービス社

の手数料の水準は､ 大手銀行の対面取引サービ

スの価格と横並びであり､ 特に安価に設定され

ているわけではない(72)｡ また同社は窓口サー

ビスの提供会社であり､ インターネットバンキ

ング等の電子的サービスの提供は行っていない｡

４ 基礎的キャッシャーサービスに対する国の

財政支出

第Ⅰ章第５節で述べたように､ 商業上の動機

に欠けており､ 他に代替手段が存在しない地域

への基礎的キャッシャーサービスの供給に対し

て､ ポステン株式会社 (スウェーデン・キャッシャー

サービス社) は､ 国から年額４億クローナの補

償 (財政支出) を受けている(73)｡

Ⅲ 調査委員会による基礎的キャッシャー

サービス法の見直し

2003年10月９日に設置された ｢郵便及びキャッ

シャーサービスに関する調査委員会｣ は､ 上述

の基礎的キャッシャーサービス法に基づくユニ

バーサルサービス (基礎的キャッシャーサービス)

の提供に関し､ 以下の課題について調査を行っ

た｡

①基礎的キャッシャーサービスに関する社会

のニーズを評価し､ その評価に従って､ 国

が当該サービスに引き続き責任を有するか
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� Ibid., p.31.

� Ibid., p.30.

� Ibid., p.31.

� SOU 2004:52, p.91.

� EC条約第87条(1)項は､ 競争を歪める (又は歪めるおそれのある) 国家援助は､ 共同市場と両立しない (すな

わち禁止される) 旨規定しており､ 新たに国家援助を行う加盟国は EU委員会に届け出て審査を受けなければな

らない｡ スウェーデンは2001年11月９日に､ 2002年１月１日～2005年12月31日の期間の上記財政支出に対して届

け出を行い､ これに対して EU委員会は2002年７月２日､ 当該支出は援助に当たらない (すなわち実施を承認す

る) 旨決定した (State aid decisions -N 749 /2001, Official Journal of the European Union, C 187/9 [07.

08.2003] )｡



否かについて姿勢を明らかにすること｡

②郵便局が基礎的キャッシャーサービスの提

供者であるべきか否かについて姿勢を明ら

かにすること｡ また､ もしその結論が否で

あるならば､ 基礎的キャッシャーサービス

の提供を確実にする他の形態を示し､ また

その目的のために必要な立法措置を提示す

ること｡

③社会経済的・競争的観点からも受け入れ可

能であり､ かつ合理的な基礎的キャッシャー

サービスの利用ニーズを満たす解決策の将

来費用を推計すること｡

本章では､ この調査課題について2004年５月

６日に発表された調査委員会 (中間) 報告書の

内容を紹介し､ 同報告書で提示された現行の基

礎的キャッシャーサービス提供体制の問題点と､

国と郵便局の金融サービス・キャッシャーサー

ビス提供に関する見解を明らかにする｡

１ 基礎的キャッシャーサービス法見直しの背景

既に述べたように､ 基礎的キャッシャーサー

ビス法に基づくサービス提供体制が行き詰った

理由は２つある｡ すなわち決済パターンの変化

に伴う取引件数の減少と､ コスト (赤字) の増

大である｡

� 決済パターンの変化に伴う取引件数の減少

第Ⅱ章第３節で述べたように､ スウェーデン・

キャッシャーサービス社が提供するサービスは

近年いずれも減少傾向にあり､ 1998年～2002年

の同社の取引件数は､ 年平均で約16％減少し

た(74)｡ この結果､ 1990年に年間約１億9500万

件であった (旧郵政庁の) キャッシャーサービ

ス取引件数は､ 2003年には4500万件にまで77％

も減少した(75)｡

更に調査委員会報告書によれば､ 同社の取引

件数の減少傾向は今後もほぼ同率 (年平均15％

強) で持続することが見込まれ､ その結果､ ス

ウェーデン・キャッシャーサービス社の取引件

数は､ 2008年には (他の事情が一定であるならば)

年間約1900万件にまで縮小すると推定されてい

る(76)｡

減少の最大の理由は､ 電子的決済手段 (現金

自動預払機 (ATM)､ クレジットカード､ インター

ネットバンキング､ キャッシュカードによる店頭で

の即時決済 (デビットカード) 等) やテレフォン

バンキングの発展である｡ こうした電子的金融

サービスは､ 情報通信技術の進歩とそれに伴う

コンピューター・インターネットの利用増大を

背景として急速に発展したが､ その結果､ 消費

者は窓口サービスよりも (例えば金融機関の店

頭まで足を運ばなくて済み､ また昼夜を問わずアク

セスすることができる点で) 便利でかつ安価な支

払サービスを入手することが可能になった｡

｢安価な｣ というのは､ 電子的支払サービス

は､ 労働集約的な窓口での支払サービスに比べ

て遥かに低コストだからである｡ 換言すれば､

多数の窓口係 (テラー) を必要とする対面支払

いサービスは､ 多額の人件費を必要とし､ それ

を反映して利用手数料も割高になる(77) ため､

経営者と利用者の双方にとって最も高コストな

事業形態になる｡ かつ既に述べたように､ スウェー

デン・キャッシャーサービス社の手数料は､ 他
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� PTS [2003], op.cit., p.32.

� SOU 2004:52, p.77.

� Ibid., p.148. なおこの推計では､ (銀行その他の金融機関を含めた) 市場全体の窓口を通じての決済件数も､

2008年には年間約3200万件にまで縮小すると見込まれている｡

� 銀行の側も､ 顧客が電子的支払サービス等､ コスト効率の良い手段を利用するように手数料を差別化する戦略

をとっている｡ また最近では､ 銀行の店舗数を縮小し､ かつ既存の店舗を､ 現金自動預払機 (ATM) を設置す

る代わりに窓口サービスを廃止又はごく僅かに限定した ｢案内所｣ に切り替える動きが見られる (Ibid., p.86)｡



の大手商業銀行の対面取引サービスの手数料に

比べて特に安価な訳ではない｡

このため､ 実際にスウェーデン・キャッシャー

サービス社を利用する顧客は極めて少なくなっ

ている｡ 国民の61％は同社を全く利用しておら

ず､ 月１回以上利用するのは11％に過ぎない｡

主要な決済手段として同社を利用する者はごく

少数である(78)｡

� コスト (赤字) の増大

多数の職員 (多額の人件費) を必要とするキャッ

シャーサービスの労働集約的特質と､ 取引件数

の減少により､ 郵便局及びスウェーデン・キャッ

シャーサービス社が行うキャッシャーサービス

事業は赤字が続いている｡ 表３は1999年～2003

年のキャッシャーサービス事業の経営状況を示

したものであるが､ 国の補償によってもなお､

単年度の事業収支は損失を計上している｡ この

他に制度改正や経営再建に伴う費用が上乗せさ

れるため､ 国(79) にはキャッシャーサービス事

業により毎年約７億クローナ～10億クローナの

赤字､ この５年間で約42億クローナの累積赤字

が課せられた(80)｡

郵便市場の自由化に直面しているポステン株

式会社にとっては､ こうした不採算部門の保有

は経営上大きな重荷となっていた｡ このためス

ウェーデン・キャッシャーサービス社は､ 2005

年の単年度収支均衡実現を目指して､ 店舗の閉

鎖や人員削減等のリストラクチュアリングに取

り組んでおり､ 2004年には単年度の事業収支を

(国の補償分４億クローナを算入すると) ４百万ク

ローナの損失に留めた(81)｡ しかし経営再建費

用等を含めるならば､ キャッシャーサービス事

業は依然として多額の赤字を計上している｡ ま

た､ 店舗網等の事業規模を大幅に縮小すること

によって赤字を解消する経営の方向性は､ 国が

キャッシャーサービスをユニバーサルサービス

として提供する意義に対して疑問を投げかける

ことにもなった｡

２ 将来のユニバーサルサービス提供体制に関

するシナリオ

調査委員会では､ 上記の理由によって行き詰っ

た現行の基礎的キャッシャーサービス法に代わ

る新たなユニバーサルサービスの提供体制を検

討し､ ５つのシナリオを作成して2003～2008年

の５年間のコスト推計を行った(82)｡ ５つのシ

ナリオとそのコスト推計の結果は以下のとおり

である｡

� 基本シナリオ

基礎的キャッシャーサービス法に基づく現行

の体制により､ スウェーデン・キャッシャーサー

ビス社が現行の事業計画に則ってユニバーサル

サービスの提供を継続した場合､ 当該期間に28

億5000万クローナの赤字が発生し､ 2008年の財

レファレンス 2005.４

スウェーデンの ｢基礎的キャッシャーサービス法｣ の制定と見直し

49

表３ キャッシャーサービス事業の経営状況

(単位：百万クローナ)

1999 2000 2001 2002 2003

収 入 1,760 1,614 1,314 1,293 1,249

費 用 2,461 2,079 1,853 1,953 1,785

財務調整後
利益*

－589 －373 －369 －303 －235

国の
総コスト**

－789 －709 －726 －1,054 －902

注：*には国の補償 (2001年まで200百万クローナ､ 2002年以
降400百万クローナ) を含む｡
**はマイナスの金額分だけ国に負担がかかる｡

(出典) SOU 2004:52, p.82
データ出所：スウェーデン・キャッシャーサービス社ほか

� Ibid., p.109.

� 前述のように､ スウェーデン・キャッシャーサービス社は郵便局の100％子会社であり､ また郵便局は100％国

有であるため､ 当該損失は (直接に負担するのは郵便局であるが､ 間接的には) 国の負担となる｡

� 比較のための数値を掲げると､ 2003年のスウェーデンの中央政府予算支出実績は8220億クローナ､ うち交通・

通信分野の予算支出実績は249億クローナであった (データはスウェーデン政府ホームページによる)｡

� Posten AB, Year-End Report 2004, pp.6-7.

� SOU 2004:52, pp.150-167.



務調整後損失 (すなわち赤字額) は５億7000万

クローナになる｡ この赤字額の幅は表３で示し

た現行の経営実績よりも悪化しているが､ 取引

件数の継続的な減少に伴って収入も減少するた

め､ リストラクチュアリングの進行にもかかわ

らず､ 赤字額は再度拡大する｡

� 統合シナリオ

郵便サービスとキャッシャーサービスの隔離

方針を廃止し､ 郵便局が両者を統合したネット

ワークによってユニバーサルサービスの提供を

実施する場合､ 当該期間に35億クローナの赤字

が発生し､ 2008年の財務調整後損失は５億9000

万クローナになる｡ 統合によって店舗の重複は

解消できるが､ 統合された店舗施設や ITシス

テム等の設備投資費用が必要になるため､ 国に

かかるコストは基本シナリオの場合よりも大き

くなる｡

� 全国提供シナリオ

郵便局 (スウェーデン・キャッシャーサービス

社) による基礎的キャッシャーサービスの全国

的提供は維持するが､ 提供方針をより明確 (厳

密) にする｡ すなわち､ 郵便局 (地方郵便配達

人を含む) は､ 商業的な代替手段が存在しない

地域に対して基礎的キャッシャーサービスを提

供する義務を負い､ かつ１つのコミューン(83)

に少なくとも１つのサービスポイントが存在す

ることを原則にする｡

この場合､ 当該期間に28億5000万クローナの

赤字が発生し､ 2008年の財務調整後損失は４億

7000万クローナになる｡ 店舗の閉鎖と人員削減

の規模が基本シナリオの場合よりも大きくなる

ために赤字の絶対額は基本シナリオよりも縮小

しているが､ 収入も比例して減少するために赤

字幅の増大には歯止めがかかっていない｡ かつ

このシナリオの場合には､ 店舗配置と実際の基

礎的キャッシャーサービスに対するニーズの間

に乖離が生じるおそれがある｡

� 地理的限定シナリオ

郵便局 (スウェーデン・キャッシャーサービス

社) が､ 基礎的キャッシャーサービスの提供範

囲を､ 商業的に代替手段が存在しない地域と地

方郵便配達人によるサービスの提供に限定して

サービスを実施した場合でも､ なお当該期間に

30億クローナの赤字が発生し､ 2008年の財務調

整後損失は４億3000万クローナになる｡

以上の４つのシナリオでは､ 郵便局 (又はス

ウェーデン・キャッシャーサービス社) が引き

続き基礎的キャッシャーサービスの提供主体で

あるが､ 調査委員会の推計では､ いずれのシナ

リオも財務調整後損失 (すなわち単年度の赤字)

の拡大傾向を止めることができないと認定され

ている｡

� 調達シナリオ

調達シナリオでは､ 国の機関が調達によって

市場から支払サービス(84) を購入する｡ スウェー

デン・キャッシャーサービス社の全店舗網は

2005年中に閉鎖され､ 郵便局は最早基礎的キャッ

シャーサービスを提供しない｡ これに加えて､

調達シナリオでは､ 地域限定シナリオと同様に､

サービスの提供範囲を商業的に代替手段が存在

しない地域と地方郵便配達人によりサービスが

提供される地域に限定し､ かつ提供するサービ

スの内容も日々の事業売上金管理を含む決済サー

ビスに限定する｡ (すなわち提携銀行口座への預

金・払い戻しサービスはユニバーサルサービスとし

ては提供されない｡)

この場合､ 当該期間に30億クローナの赤字が

発生するが､ 2008年の財務調整後損失は２億

4000万クローナに留まり､ 赤字額はその後も安
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� わが国の市町村に相当する自治体｡

� 脚注�及び本章第４節参照｡ 市場から購入して提供するのは対面サービスに限らない｡



定的に推移することが見込まれる｡

調査委員会は以上の推計結果を踏まえ､ �の

調達シナリオだけが､ 安定的なコスト傾向､ す

なわち赤字を拡大しない基礎的キャッシャーサー

ビスの提供体制であると結論付けている｡

３ スウェーデン・キャッシャーサービス社に

対する社会のニーズ

将来の提供体制とそのコストについて推計を

行う一方で､ 調査委員会は需要サイド､ すなわ

ちスウェーデン・キャッシャーサービス社に対

する社会のニーズについても推計を行っている｡

国民が金融機関へのアクセスを失う ｢金融排除｣

への対応は､ 国 (或いは国営企業としての郵便局)

が金融サービス・キャッシャーサービスを提供

する理由の一つに挙げられる｡ 調査委員会では､

スウェーデン・キャッシャーサービス社の他に

金融上の代替手段を持たない者 (すなわちそれ

がなくなった場合には金融排除を受ける者) が､

同社が提供するサービスに対する直接のニーズ

を構成すると考え､ 地理的なアプローチと社会

集団的アプローチの２つの観点から､ 上記の範

囲に含まれる人数を推計している(85)｡

� 地理的アプローチ

地理的な見地からは､ 他の商業的に提供され

る金融サービス・キャッシャーサービスが存在

しない地域に居住する者が､ 国 (スウェーデン・

キャッシャーサービス社) が現在提供している基

礎的キャッシャーサービスに対する直接のニー

ズを有する者の母集団であると考えられた｡ 調

査委員会の推計では､ こうした地域の居住者の

うち､ 現在約50万人 (内訳は①他の選択肢として

銀行を持たない地域に居住する者28万人､ ②地方郵

便配達人によるキャッシャーサービスを受けている

者22万人) がスウェーデン・キャッシャーサー

ビス社を利用している(86)｡ この50万人 (総人口

の約5.6％に相当する)(87) の取引件数が､ 同社の

総取引件数に占める比率は16％ (内訳は①が９

％､ ②が７％) である｡

調査委員会はさらに､ この50万人の顧客のう

ち､ スウェーデン・キャッシャーサービス社を､

主要な金融上の用務を処理する手段としている

者は約７万5000人 (内訳は①が４万2000人､ ②が

３万3000人) である (その他の顧客は決済､ 預金､

払い戻し等には主に他の手段を利用している) と

推計し､ この７万5000人が､ 決済等の金融上の

用務を行うにあたって他の代替手段を持たない

者､ すなわちスウェーデン・キャッシャーサー

ビス社の提供するサービスに対する直接のニー

ズを有する者であると結論づけている｡

� 社会集団的アプローチ

調査委員会では､ 地理上のアプローチとは別

個に､ 他の者よりも頻繁にスウェーデン・キャッ

シャーサービス社を利用すると考えられる社会

集団 (換言すれば､ 同社のサービスがなくなった

場合には金融排除を受けるリスクの高い社会集団)

を選定し､ 個別の社会集団ごとに検討を加えて

いる(88)｡ 選定された社会集団は､ ①若年層/学

生､ ②年金生活者､ ③難民､ ④移民､ ⑤小規模

企業､ ⑥任意団体/組織､ ⑦銀行との取引を拒

否された者､ ⑧障害を持つ者である｡

しかし検討結果の示すところでは､ こうした

社会集団に属する者のうち､ スウェーデン・キャッ

シャーサービス社を主要な金融上の用務を処理

する手段としている者は少数に限られ､ なおか
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� Ibid., pp.125-145.

� Ibid., pp.131-132.

� スウェーデンの総人口は2003年末で約898万人､ 2004年末で約901万人である (スウェーデン統計庁ホームペー

ジ<http://www.scb.se/>による｡)

� Ibid., pp.132-145. 及び PTS [2003], op.cit., pp.47-57.



つ別の代替手段を利用できない者は更にごく少

数であった｡ 調査委員会は､ 当該社会集団に属

する者の中で､ スウェーデン・キャッシャーサー

ビス社のサービス以外に金融上の用務を処理す

る手段を持たない顧客の数は､ 現在約10万人で

あると推計した｡ (その内訳は年金生活者６万人､

難民１万5000人､ 小規模企業5000人､ 任意団体/組

織１万人､ 銀行との取引を拒否された者１万人であ

る｡)

以上の２つのアプローチから得られた推計を

踏まえ､ 調査委員会は､ スウェーデン・キャッ

シャーサービス社により提供されるサービスに

対して直接のニーズを有する者 (すなわち､ 当

該サービス以外の代替手段を欠いている者) は､

現在約17万5000人 (スウェーデンの総人口の約1.9

％) であると推定した(89)｡

４ 支払サービスの確保に対する国の責任

� 基礎的支払サービス

供給サイド・需要サイドの分析結果を踏まえ､

調査委員会は､ ｢調達シナリオ｣ に則って金融

分野のユニバーサルサービスを提供していくべ

きであると結論づけた｡ この際に ｢基礎的キャッ

シャーサービス｣ に代わる金融分野のユニバー

サルサービスを表す概念として､ 調査委員会

により採用されたのが ｢基礎的支払サービス

(grundl̈aggande betaltj̈anster)｣ である｡ 支払

サービスは対面サービス・非対面サービスの双

方を含む概念であり､ 例えば ATM の設置に

よる支払機会の提供も､ 支払サービスには含ま

れる (キャッシャーサービスには含まれない)｡

調査委員会では､ 基礎的支払サービスを全国

のどこでも合理的な価格で利用する機会を確保

するのは国の責任であることを明確にし(90)､

かつ､ この基礎的支払サービスの中には､ 支払

の仲介､ 現金の払い戻し､ 企業や団体に対する

日々の事業売上金の管理が含まれるべきである

と述べている(91)｡ ただし調査委員会の見解で

は､ 提携銀行口座への預金・払い戻しは基礎的

支払サービスの概念に含まれない｡ この点で､

基礎的キャッシャーサービス法に基づいて現在

スウェーデン・キャッシャーサービス社により

提供されているサービスとは異なる｡

� 提供責任から監視責任へ

調査委員会はまた､ 基礎的支払サービスを確

保する国の責任とは､ 第一義的には監視責任で

あり､ (サービスの) 提供責任や (サービスの供

給主体に対する) 補償責任ではないとする｡ す

なわち同委員会によれば､ 社会のすべての者が

基礎的支払サービスを利用し得る状態を実現す

ることは市場の責任であり､ 国の責任とは市場

がその責任をとるように監視することである｡

したがって同委員会は､ 市場が基礎的支払サー

ビスのニーズを満たし得る地域では国はいかな

る支払サービスも提供すべきではない､ 換言す

れば､ 国が基礎的支払サービスの提供に直接責

任を有するのは､ 当該サービスの提供が商業ベー

スにのらない地域及び他の商業的な代替手段が

存在しない地域に限定されるべきであると主張

する(92)｡

５ 基礎的支払サービスの提供主体

スウェーデンの郵便局は､ 現在も国がその株

式を100％保有している国有企業であり､ した

がって基礎的キャッシャーサービスは国によっ

て提供されてきた｡ しかし調査委員会によれば､
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� (1)と(2)の双方のアプローチに重複してカウントされる者､ (2)の中で複数の社会集団に属する者も想定され

るが､ 調査委員会ではこのようなケースは実際には僅かであると推定している (Ibid., pp.144-145.)｡

� Ibid., pp.184-188.

� Ibid., pp.175-179.

� Ibid., pp.184-188.



新しい基礎的支払サービスは市場から調達され

るため､ 国及び郵便局は金融関連分野のユニバー

サルサービス提供の役割を原則的には担わない

ことになる｡

ただし調査委員会は､ 基礎的支払サービスが

他のいかなる方法によっても提供できない場合

には､ 郵便局の地方郵便配達人を通じて当該サー

ビスが利用可能にされるべきであるとしている(93)｡

また同委員会は､ 基礎的支払サービスの提供を

保証するため､ 郵便局の定款の事業活動を記述

する箇所に ｢同社は､ 地方郵便配達人を通じた

基礎的支払サービスの提供予定者に対して当該

サービスを提供する任務を提示するものとする｣

(すなわち ｢地方郵便配達人に基礎的支払サービス

を提供する任務を与える｣) 旨明示するよう提案

している(94)｡

なお調査委員会は､ 地方郵便配達人を通じた

基礎的支払サービスの提供は営利目的で実施さ

れてはならないものとし､ その代わりに郵便局

自身 (又はその子会社) が､ 別途商業目的で支

払サービスを提供することを認めている(95)｡

６ 調査委員会の提言

以上の分析結果を踏まえ､ 調査委員会は､ 基

礎的キャッシャーサービス法は2006年７月１日

以降廃止されるべきであり､ かつ同法の廃止に

先立って､ スウェーデン・キャッシャーサービ

ス社のキャッシャーサービス事業は､ 2006年１

月１日以降段階的に廃止され得るべきであると

結論付けた｡

また同委員会は､ 新たな金融分野のユニバー

サルサービス提供に関して次のような提案を行っ

ている｡

� 基礎的支払サービスの調達

政府は郵便電気通信庁に基礎的支払サービス

の調達を委任する｡ サービスの調達対象となる

地域は､ 基礎的支払サービスを提供することが

商業ベースにのらず､ かつ他の利用可能な代替

手段が存在しない地域に限られる｡ 郵便電気通

信庁は､ 2005年７月１日までに調達契約を締結

する準備を完了し､ 早ければ2006年１月１日､

遅くとも2006年７月１日に､ 調達プロセスを完

了し契約を発効させる(96)｡

� 監視責任の移管

基礎的キャッシャーサービス法においては､

当該サービスが社会のニーズに合致しているこ

とを監視する任務は郵便電気通信庁が担ってい

たが､ 調査委員会の提案では､ 基礎的支払サー

ビスが社会のニーズに合致していることを監視

する任務は消費者庁 (Konsumentverket) が担

当する(97)｡ なお､ 当該サービスの提供が商業

ベースにのらない地域及び他の商業的な代替手

段が存在しない地域に限り､ 郵便電気通信庁が

当該サービスの提供責任を有し､ 郵便局の地方

郵便配達人を通じて提供する｡

これに伴い､ 各庁の任務を規定する ｢郵便電

気通信庁への指示に関する命令｣ 及び ｢消費者

庁への指示に関する命令 (Förordning med

instruktion för Konsumentverket)｣(98) が改正さ

れる｡
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� Ibid.

� Ibid., pp.206-219.

� Ibid.

� Ibid., pp.219-227. なお調査委員会は､ 銀行及び小売業者との会談の結果､ いかなる商業的な代替手段が存在

しない地域でも､ 調達代金の支払いと引き換えに､ 基礎的支払サービスを提供する用意のある主体を見出すこと

は可能であるという認識に立っている｡

� Ibid., pp.231-233.

� スウェーデン法令全書1995年第868号



� 基礎的支払サービスの政策目標

基礎的支払サービスを裏付ける根拠として､ 以

下の政策目標を国会で議決するよう提案する(99)｡
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� 保護を必要とする集団に対する特別措置

政府は､ 金融排除に陥るおそれがある (或い

は既に金融排除が発生している) 社会集団の利益

を保護するための措置を講じる(100)｡

おわりに

スウェーデンの郵便制度は､ 現在の我が国の

郵政公社の制度に類似しているといわれ(101)､

その課題は､ 現在喫緊の国政課題の一つとなっ

ている我が国の郵政民営化問題にとっても示唆

に富む点を数多く含んでいる(102)｡

もとより､ 我が国の郵政民営化問題は､ 巨額

の郵便貯金残高・簡易保険総資産の財政投融資

制度への預託､ 国債・地方債の購入といったマ

クロ経済的な資金循環の問題を大きな論点とし

て有しており､ この点でスウェーデンとは全く

事情を異にする｡ しかし郵便制度の経営形態等

の論点に対しては､ 本稿で紹介したスウェーデ

ンの事例は､ 窓口ネットワーク会社のあり方､

ユニバーサルサービスの確保､ 金融分離､ 職員

の雇用等の面で重要な先例となっている｡

平成16年９月10日に閣議決定された ｢郵政民

営化の基本方針｣ に対しては､ 例えば窓口ネッ

トワーク会社の業務内容と採算性の問題が指摘

できる｡

｢郵政民営化の基本方針｣ では､ 日本郵政公

社の４機能 (窓口サービス､ 郵便､ 郵便貯金､ 簡

易保険) をそれぞれ株式会社として独立させ､

郵便､ 郵便貯金､ 郵便保険の各事業会社から窓

口業務を受託する窓口ネットワーク会社の設立

を想定している｡

しかしスウェーデンの事例の示すところでは､

電子的金融サービスの発達に伴う決済パターン

の変化により､ 窓口を通じた金融取引の件数は

大幅に縮小しつつある｡ かつ大量の人件費を必

要とする窓口サービスは高コストな経営形態で

あり､ 第Ⅲ章第１節で見たように､ スウェーデ

ン・キャッシャーサービス社は毎年巨額の損失

を計上している｡ こうした中で､ 民間金融機関

と対等な条件で競争することが求められる郵便

貯金会社・簡易保険会社が､ 電子的金融サービ

スと比べて相対的に高額にならざるを得ない委

託料を窓口ネットワーク会社に支払い続けるか

否かは不透明である｡ (仮に委託を義務付けると

するならば､ 両会社の経営に制約を課することにな

り得る｡) したがって窓口ネットワーク会社の

業務内容と採算性については､ より具体的な内

容と想定に踏み込んだ十分な検討が必要となる

であろう｡

本稿執筆の時点では郵政民営化法案は未だ提

出されておらずその内容は確定していないが､

今後はスウェーデンを含めた諸外国の事例を検

証しつつ､ 我が国の郵政民営化問題を検討して

いくことが､ 緊急の課題として求められるであ

ろう｡

(ひぐち おさむ 農林環境課)
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� Ibid., pp.189-192. 基礎的支払サービスは市場から調達されるため､ 基礎的キャッシャーサービス法第１条に

あった価格の均一性に関する条件はなくなっている｡

�100 Ibid., pp.227-230. 例えば当時の社会保険庁 (Riksförsäkringsverket; 2005年から Försäkringskassan) は､

国債庁 (Riksgäldskontoret) と共同で､ 銀行口座を持たない老齢年金受給者のために新たな決済方法を検索す

る任務を課された｡

�101 ｢揺らぐポスト 欧米の郵便事情１ スウェーデン 金融サービスは政府補助｣ 『産経新聞』 2002.9.25

�102 郵政民営化問題の論点について整理した文献としては､ 例えば河内明子 ｢郵政改革の動向｣ 『調査と情報-ISSUE

BRIEF-』 No.469, 2005.2がある｡


